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               港湾構造物の管理基準等の取扱いについて（通知）

  このことについて、下記のとおり定めましたので平成４年４月１日以降
起工決裁する工事に適用してください。

                                   記

  １  異形ブロックの出来形管理基準について
      別表１による。
  ２  コンクリートの品質管理基準の取扱いについて
      別表２による。
  ３  異形ブロックの写真管理について
      別表３による。
  ４  舗装コンクリートについて
      エプロン舗装に使用するコンクリートのスランプは２．５ｃｍを標準
    としているが、現場の施工条件によっては、スランプの変更について
    施工者の協議に応ずることとする。ただし、設計単価の変更は行わな
    いものとする。





 

 

 
                              


